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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
城
井
崇
君
提
出
北
九
州
市
に
お
け
る
洋
上
風
力
発
電
産
業
の
総
合
拠
点
化
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書 

一
に
つ
い
て 

 
 

我
が
国
に
お
け
る
魅
力
的
な
洋
上
風
力
市
場
の
創
出
の
た
め
に
、
現
行
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
（
令
和
三
年
十
月
二
十

二
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
政
府
と
し
て
年
間
百
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
程
度
の
区
域
指
定

を
十
年
継
続
し
、
二
千
三
十
年
ま
で
に
一
千
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
二
千
四
十
年
ま
で
に
浮
体
式
も
含
む
三
千
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
～

四
千
五
百
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
案
件
を
形
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
こ
の
目
標
の
実
現
に
は
、
再
エ
ネ
海
域
利
用
法
に
基
づ
き
、

着
実
に
案
件
形
成
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
」
と
し
て
お
り
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整

備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
九
号
）
を
適
切
に
運
用
し
、
御
指
摘
の
「
西
日

本
地
域
」
を
含
め
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
（
以
下
「

促
進
区
域
」
と
い
う
。
）
の
指
定
を
着
実
に
進
め
て
ま
い
り
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
「
洋
上
風
力
産
業
ビ
ジ
ョ
ン
（
第
一
次
）
」
（
令
和
二
年
十
二
月
十
五
日
洋
上
風
力
の
産
業
競
争
力
強



 

２ 

 

化
に
向
け
た
官
民
協
議
会
策
定
）
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
関
連
産
業
の
競
争
力
の
強
化
に
向
け
た
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
た

い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
海
洋
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
等
拠
点
港
湾
に
北
九
州
港
を
指
定
す
る
こ
と
で
同
項
に
規
定
す
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

電
設
備
等
取
扱
埠
頭
を
構
成
す
る
行
政
財
産
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
同
港
の
港
湾
施
設
の

整
備
に
係
る
予
算
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
引
き
続
き
必
要
な
措
置
を
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

北
九
州
港
の
港
湾
管
理
者
で
あ
る
北
九
州
市
が
、
同
港
を
洋
上
風
力
発
電
施
設
の
建
設
や
調
査
を
行
う
た
め
の
作
業
船
の

係
留
基
地
と
す
る
た
め
、
同
港
に
係
る
港
湾
法
第
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
港
湾
計
画
を
変
更
す
る
に
当
た
っ
て
、
政

府
と
し
て
、
変
更
内
容
の
検
討
に
係
る
技
術
的
な
支
援
を
実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
促
進
区
域
の
指
定
手
続
と
並
行
し
て
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
期
間
短
縮
と
併
せ
て
環
境



 

３ 

 

保
全
と
地
域
の
合
意
形
成
の
確
保
を
可
能
と
す
る
、
日
本
版
セ
ン
ト
ラ
ル
方
式
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か

で
は
な
い
が
、
現
在
も
促
進
区
域
の
指
定
と
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
及
び
電
気
事
業
法
（
昭
和

三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
に
基
づ
く
環
境
影
響
評
価
の
手
続
に
つ
い
て
は
並
行
し
て
実
施
可
能
で
あ
る
。 

 
 

な
お
、
「
日
本
版
セ
ン
ト
ラ
ル
方
式
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
基
本
計
画
に
お
い
て
、
「
初
期
段
階
か
ら
政
府
や
地
方
自

治
体
が
関
与
し
、
よ
り
迅
速
・
効
率
的
に
風
況
等
の
調
査
、
適
時
に
系
統
確
保
等
を
行
う
仕
組
み
（
日
本
版
セ
ン
ト
ラ
ル
方

式
）
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

国
内
に
お
け
る
地
域
間
連
系
線
等
の
増
強
に
つ
い
て
は
、
基
本
計
画
に
お
い
て
、
「
連
系
線
等
の
基
幹
系
統
の
増
強
に

向
け
て
は
、
全
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
踏
ま
え
つ
つ
、
電
力
融
通
の
円
滑
化
に
よ
る
レ
ジ
リ
エ
ン

ス
向
上
に
向
け
て
、
全
国
大
で
の
広
域
連
系
系
統
の
形
成
を
計
画
的
に
進
め
る
た
め
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
。
そ

の
際
に
は
、
将
来
の
連
系
を
検
討
し
て
い
る
電
源
も
含
め
て
、
各
電
源
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
着
実
な
把
握
を
通
じ
て
、
効
率

的
か
つ
計
画
的
な
系
統
増
強
を
行
う
。
」
こ
と
と
し
て
お
り
、
同
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
等
を
踏
ま
え
て
必
要
な
措
置
を
行
っ
て

ま
い
り
た
い
。 



 

４ 

 

七
に
つ
い
て 

 
 

風
力
発
電
の
産
業
化
を
推
進
す
る
た
め
の
人
材
育
成
に
係
る
取
組
に
つ
い
て
は
、
産
学
官
で
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
の

議
論
を
進
め
る
と
と
も
に
、
教
育
や
訓
練
を
支
援
す
る
た
め
の
費
用
を
令
和
四
年
度
予
算
案
に
計
上
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

引
き
続
き
必
要
な
措
置
を
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 


